
 

 

 

 

 

○保険者機能の発揮による総合的な取組みの推進 

 

 

○地域の実情に応じた医療費適正化の総合的対策 

 

○ジェネリック医薬品の更なる使用促進 

○地域医療への関与 

 

 

○調査研究の推進等 

○広報の推進  

○的確な財政運営 

 

 

 

○サービス向上のための取組 

○高額療養費制度の周知 

○窓口サービスの展開 

○被扶養者資格の再確認 

27年度協会けんぽ事業計画（重点事項）の骨子案について 

１．保険運営の企画 

２．健康保険給付等 

〔削〕 

〔改〕 

〔改〕 

 「保険者機能強化アクションプラン（第３期）（仮称）」を策定する。 

 各支部で作成した「データヘルス計画」を確実に実施する。 

 各支部で作成した「データヘルス計画」を確実に実施する。（再掲） 

〔新〕 

 地域医療ビジョンの協議の場等に医療保険者の関与が法定化されたことを

踏まえ、被用者保険者の代表の一員として、地域医療のあり方に対して必要

な意見発信を行う。 
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○柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

○傷病手当金・出産手当金の不正請求の防止 

○海外療養費支給申請における重点審査 

○効果的なレセプト点検の推進 

○資格喪失後受診等による債権の発生防止のための被保険者証の回収強化 

○積極的な債権管理回収業務の推進 

○健康保険委員の活動強化と委嘱者数拡大 

 

 

○保健事業の総合的かつ効果的な推進 

 

 

 

○特定健康診査及び特定保健指導の推進 

 

 

 

○各種業務の展開 

   

 

 

 

３．保健事業 

 各支部で作成した「データヘルス計画」を確実に実施する。（再掲） 

 地方自治体、事業所、関係団体と連携し、保健事業を効果的に推進する。 

 データを活用（医療費分析、事業所カルテ等）し、地方自治体、事業所、関

係団体と連携した受診勧奨及び保健指導を推進する。 

 地域の特性に応じた好事例の共有などにより支部間格差の解消に努める。 

 

 業務・システム刷新の効果を最大限に引き出し、意欲的な事業展開を図る。 

 

〔改〕 

〔改〕 

〔改〕 
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○業務・システムの刷新  

  

○組織や人事制度の適切な運営と改革 

○人材育成の推進 

○業務改革の推進 

○経費の節減等の推進 

４．組織運営及び業務改革 

 新しい業務・システムの着実な定着を図る。 

 

〔改〕 
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